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本報告書本文中に用いる分析の結果を表す用語の取扱いについて 

 

本報告書の本文中「３ 分 析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりと

する。 

 

① 断定できる場合 

・・・「認められる」 

 

② 断定できないが、ほぼ間違いない場合 

・・・「推定される」 

 

③ 可能性が高い場合 

・・・「考えられる」 

 

④ 可能性がある場合 

・・・「可能性が考えられる」 

・・・「可能性があると考えられる」 
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鉄道事故調査報告書 

 

鉄道事業者名：四国旅客鉄道株式会社 

事 故 種 類 ：踏切障害事故 

発 生 日 時 ：平成２８年７月７日 １０時２８分ごろ 

発 生 場 所 ：愛媛県伊予市 

予讃
よ さ ん

線 伊予
い よ

横田
よ こ た

駅～鳥
とり

ノ
の

木
き

駅間（単線） 

宮地
み や ぢ

踏切道（第４種踏切道：遮断機及び警報機なし） 

高松駅起点２０３ｋ３６３ｍ付近 

 

平成２９年４月１０日 

運輸安全委員会（鉄道部会）議決 

委 員 長  中 橋 和 博 

委   員  奥 村 文 直（部会長） 

委   員  石 田 弘 明 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  岡 村 美 好 

委   員  土 井 美和子 

 

１ 調査の経過 

1.1 事故の概要 四国旅客鉄道株式会社の予讃線松山駅発宇和島駅行きの下り特急第１０５９

Ｄ列車の運転士は、平成２８年７月７日（木）、伊予横田駅～鳥ノ木駅間を走

行中、宮地踏切道（第４種踏切道）に進入してきた歩行者を認め、非常ブレー

キを使用したが、列車は同歩行者と衝突した。 

この事故により、同歩行者が死亡した。 

1.2 調査の概要 本事故は、鉄道事故等報告規則第３条第１項第４号に規定する踏切障害事故

に該当し、かつ、運輸安全委員会設置法施行規則第１条第２号ハに規定する

‘踏切遮断機が設置されていない踏切道において発生したものであって、死亡

者を生じたもの’に該当するものであることから、調査対象となった。 

運輸安全委員会は、平成２８年７月７日、本事故の調査を担当する主管調査

官ほか１名の鉄道事故調査官を指名した。 

四国運輸局は、本事故調査の支援のため、職員を事故現場等に派遣した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

２ 事実情報 

2.1 運行の経過 (1) 列車の概要 

予讃線 松山駅発 宇和島駅行き 

下り特急第１０５９Ｄ列車 ３両編成 

(2) 運行の経過 

四国旅客鉄道株式会社（以下「同社」という。）の下り特急第１０５９Ｄ

列車（以下「本件列車」という。）の運転士によると、列車の運行の経過は

概略次のとおりであった。 

列車は松山駅（高松駅起点１９４ｋ３１０ｍ、以下「高松駅起点」は

省略する。）を定刻（１０時１４分３０秒）から約７分３０秒遅れて、 

１０時２２分に出発した。北伊予
き た い よ

駅を通過した付近から、制限速度 
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１１５km/hの下り勾配区間（２０２ｋ９４１ｍ～２０３ｋ９２２ｍ）に

なるため、その手前の速度約１１５km/hの時に惰
だ

行
こう

運転に切り替えた。

そのまま惰行運転中、第４種踏切道*1である宮地踏切道（２０３ｋ３６３

ｍ、以下「本件踏切」という。）の約１６０ｍ手前で、本件踏切の左側

（以下、車両は前から数え、前後左右は列車の進行方向を基準とする。）

に接続する道路上の軌道中心から５ｍくらい離れたところに、電柱と雑

草の陰に見え隠れしながら本件踏切に近づいてくる歩行者（以下「本件

歩行者」という。）を認めたため、気笛を吹鳴した。しかし、本件歩行者

は、列車の接近に気付いていない様子で、歩いていく方向を見て、ゆっ

くりとした歩調で本件踏切内に進入してきた。このため、非常ブレーキ

を使用するとともに再度気笛を吹鳴したが間に合わず、列車の先頭部左

端付近が本件歩行者と衝突した。なお、非常ブレーキを使用したのは、

本件踏切の５０～６０ｍくらい手前であった。 

また、本件列車に乗務していた車掌の口述によれば、車掌は３名乗務

しており、そのうち１名は次の停車駅である伊予市駅でドアの開閉操作

を行うため、１両目の乗務員室の扉付近にいた。ほかの２名も同様に伊

予市駅から乗車券の検札を行うため、３両目で待機していた。１両目、

３両目にいた車掌は、共に気笛と同時に非常ブレーキが掛かり、気笛音

が長く続いたと記憶しているが、約１６０ｍ手前で吹鳴した気笛は、覚

えていないとのことであった。 

１両目の乗務員室には、同社の保線区員１名と電気区員１名が松山駅

から巡視のため添乗していた。その保線区員及び電気区員の口述による

と、保線区員はレールの状態を、電気区員は架空電車線を注視していた

時に、気笛とブレーキをほぼ同時に感じ、衝撃音を聞いたとのことであ

るが、本件歩行者と衝突する前の様子はわからないとのことであった。 

(3) 運転状況の記録 

列車には、運転状況（時刻、速度、累積距離及び力行
りっこう

指令等）を記録する

運転状況記録装置が搭載されていた。その記録によると、本事故の発生前後

の主な運転状況は、表１のとおりであった。なお、時刻は０.２秒ごとに記

録されており、実際の時刻に補正を行っている。 

 

表１ 本事故の発生前後の運転状況（主要な記録のみ抜粋） 

時刻 

[時:分:秒] 

速度 

[km/h] 

キロ程 

［km］ 

本件踏切

からの距

離［m］ 

力 

行 

非常 

ブレーキ 

気

笛 
備考 

10:27:33.4 118 202.375 -988 1 0 0  

10:27:33.6 118 202.381 -982 0 0 0 
惰行運転に

切替 

10:27:38.8 121 202.554 -809 0 0 0 速度最高値 

10:27:56.6 120 203.152 -211 0 0 0 本件踏切の

210m手前 10:27:56.8 120 203.158 -205 0 0 0 
                                                                                             
*1 「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」（平成１３年国土交通省令第１５１号）第４０条（踏切道）の規定によ

り、踏切道は、踏切保安設備を設けたものでなければならないとされているが、本件踏切のような、‘踏切保安設備

（踏切遮断機及び踏切警報機）が設けられていない第４種踏切道’については、「鉄道に関する技術上の基準を定める

省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令」（平成１４年国土交通省令第１９号）第３条

（経過措置）の規定により、この省令の施行後最初に行う改築及び改造の工事が完成するまでの間は、なお従前の例

によることができるとされている。 
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10:27:58.0 120 203.198 -165 0 0 0 
本件踏切の

160m手前 

気笛吹鳴無

検出 
10:27:58.2 120 203.205 -158 0 0 0 

10:28:01.4 120 203.312 -51 0 0 1 気笛吹鳴 

10:28:01.6 120 203.318 -45 0 1 1 
非常ブレー

キ指令 

10:28:02.8 119 203.358 -5 0 1 1 本件踏切中

心 （ 203k 

363m）通過 10:28:03.0 119 203.365 2 0 1 1 

10:28:33.8 0 203.877 514 0 1 0 停止 

※１ 速度と累積距離は、誤差が内在している可能性がある。 

※２ キロ程は、運転状況記録装置に記録された累積距離を実際の距離に補

正したものである。 

※３ 表中の「１」は、指令が出ていることを示す。 

2.2 人の死亡、負

傷の状況 

死亡：１名（本件歩行者 男性 ７３歳）  負傷：なし 

（列車：乗客４７名、運転士１名、車掌３名、保線区員１名、電気区員１名

が乗車） 

2.3 鉄道施設等の

概要 

(1) 本件踏切の概要 

同社から提供された平成２８年度踏切台帳によると、本件踏切の概要は

次のとおりであった。 

① 踏切長   ：７.７ｍ 

② 踏切幅員  ：２.１ｍ 

③ 踏切交角  ：５３° 

④ 踏切見通距離*2 

列車から本件踏切   ３００ｍ（伊予横田駅方） 

   ８００ｍ（鳥ノ木駅方） 

通行者から本件踏切   ５０ｍ（左側） 

   ２０ｍ（右側） 

⑤ 列車見通距離*3 

本件踏切の左側から見た列車の見通し 

２５０ｍ（伊予横田駅方） 

なお、(6)に後述するように、本事故後に測定した伊予横田駅

方の見通距離は、約２１０ｍであった。 

７００ｍ（鳥ノ木駅方） 

本件踏切の右側から見た列車の見通し 

３００ｍ（伊予横田駅方） 

８００ｍ（鳥ノ木駅方） 

⑥ 踏切道の舗装：木（敷板） 

⑦ 道路交通量 ： ０台／日（三輪以上の自動車） 

９台／日（二輪） 

                                                                                             
*2 「踏切見通距離」とは、（列車から）列車の運転席から当該軌道の踏切道を見通し得る最大距離及び（通行者から）

道路通行者が道路中心線上１.２ｍの高さにおいて踏切道を判別し得る最大距離をいう。 

*3 「列車見通距離」とは、踏切道と線路の交点から踏切道外方の道路中心線上５ｍ地点における１.２ｍの高さにおい

て見通すことができる列車の位置を、踏切道の中心線から列車までの距離で表したものである。 
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１２台／日（軽車両（自転車を含む。）） 

６１人／日（歩行者） 

⑧ 交通規制  ：種別：法規制、内容：Ａ規制（自動車の全面通行禁

止） 

⑨ 鉄道交通量 ：９８本／日 

 

本件踏切の本件歩行者進入側の入口付近には、通行者に一時停止を促す

「トマレ」の文字が路面表示され、同社における踏切事故防止のさらなる

取組として、コンクリート製の規制杭
くい

及び簡易遮断機*4が設置されていた。 

また、本件歩行者進入側から見て、伊予横田駅方にクロスマーク、鳥ノ

木駅方に規制標識（二輪の自動車以外の自動車進入禁止）が設置されてい

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 本件踏切周辺の状況 

 

(2) 本件踏切付近の線路の線形の状況 

本件踏切付近の線形は、２０３ｋ０７５ｍから踏切手前の２０３ｋ 

３３５ｍまでが曲線半径１,２００ｍの左曲線であり、２０３ｋ３３５ｍか

ら本件踏切位置の２０３ｋ３６３ｍまでは直線となっている。また、線路

の勾配は、本件踏切を含む２０２ｋ９４１ｍから２０３ｋ９２２ｍまで、

６‰の下り勾配となっている。 

なお、同社の社内規程である「列車運転速度表」によれば、上記の下り

勾配区間は、非常ブレーキ使用時の制動距離が平坦
へいたん

区間よりも著しく長く

ならないよう、１１５km/hの速度制限区間となっている。 

 

                                                                                             
*4 「簡易遮断機」とは、同社が、自動車の通行がない第４種踏切道において、通行者への注意喚起を目的として設置

している、通行時に手で押して踏切内に入る遮断装置である。 
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(3) 気笛吹鳴標識の設置状況 

踏切通行者に列車の接近を知らせる気笛吹鳴を運転士に指示する気笛吹

鳴標識は、本件踏切に対しては設置されていない。 

(4) 本件踏切の周辺道路状況 

本件踏切に接続している道路は、伊予市が管理している農道で、左側の

農道（本件歩行者進入側）と右側の農道（本件歩行者進出側）は、いずれ

も道幅が約２.１ｍで、未舗装となっている。左側の農道は、本件踏切を背

に進むと道幅約３.０ｍの舗装された市道西谷
にしだに

宮地線と接続している。ま

た、右側の農道は、本件踏切を背に約１３０ｍ進むと県道伊予川
かわ

内
うち

線と接

続している。 

(5) 列車から見た本件踏切付近の見通し状況 

運転士が本件歩行者を認めたと口述している本件踏切の約１６０ｍ手前

から道路橋直下の約１２０ｍ手前にかけての本件歩行者進入側の見通し

は、線路が曲線となっているために、電柱と左側の農道の雑草により、見

え隠れする状態であった。また、運転士が非常ブレーキを使用したと口述

している本件踏切の５０～６０ｍくらい手前は、道路橋を過ぎて、左曲線

から直線に移り変わっていく地点であり、この付近から電柱が見通しを遮

ることがなくなることから、本件踏切内の敷板を確認することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 見通しの状況（列車から歩行者） 

 

(6) 左側の農道から見た列車の見通し状況 

本件踏切に接続する左側の農道から伊予横田駅方の列車の見通し状況を

確認したところ、軌道中心から約５ｍ離れた位置における、１.５ｍの高さ

から見た踏切通行者からの列車の見通距離は、約２１０ｍであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 見通しの状況（歩行者から列車） 
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(7) 本件踏切周辺にある踏切道及び道路の状況 

本件踏切周辺には、本件踏切から鳥ノ木駅方１２２ｍの位置に下三谷
し もみ たに

踏

切道（第１種踏切道、２０３ｋ４８５ｍ）がある。 

また、本件踏切から農道が、下三谷踏切道から市道一ノ宮万代
ばんだい

線がそれ

ぞれ北方向に延びており、下三谷踏切道から約１５０ｍの位置で県道伊予

川内線に接続している。 

なお、下三谷踏切道の概要を表２に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 本件踏切周辺の踏切道及び道路 

 

表２ 下三谷踏切道の概要 

踏切道名 下三谷 

キロ程 ２０３ｋ４８５ｍ 

踏切種別 第１種 

踏切長 ６.７ｍ 

踏切幅員 ４.０ｍ 

踏切道の舗装 連接軌道*5 

歩行者交通量 １２人/日 

交通規制 なし 

 

(8) 鉄道車両の概要 

 

 

車種 気動車 

車両形式 
2150 

貫通先頭車 

2200 

中間車 

2100 

貫通先頭車 

車両番号 2151 2217 2106 

車両重量 39.6t 37.7t 39.5t 

 

本事故発生時の列車の非常ブレーキの減速度は、３.７km/h/s（空走時間

１.２秒を含む。）であった。 
                                                                                             
*5 「連接軌道」とは、コンクリートブロックを連続的に敷設し、ＰＣ鋼棒で連結した軌道構造である。 
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2.4 鉄道施設等の

損傷状況 

(1) 鉄道施設 

損傷なし 

(2) 鉄道車両 

損傷はなかったが、１両目の前面左側に本件歩行者が衝突したと思われ

る痕跡が確認された。 

2.5 乗務員等に関

する情報 

(1) 本件列車の乗務員 

① 運転士     男性 ５７歳 

甲種内燃車運転免許          平成 ６ 年 ３ 月３０日 

甲種電気車運転免許          平成１３年 ５ 月２４日 

② 車掌      男性 ５７歳 

③ 車掌      男性 ４４歳 

④ 車掌（見習）  男性 ２３歳 

⑤ 保線区員    男性 ５７歳 

⑥ 電気区員    男性 ２５歳 

(2) 本件歩行者     男性 ７３歳 

2.6 気象 晴れ 

2.7 その他の情報 (1) 本件踏切における過去の事故歴 

同社によると、記録が残っている昭和６２年４月以降、事故は発生して

いない。 

(2) 本件踏切の廃止に向けた協議に関する情報 

同社及び伊予市（道路管理者）によると、同社は伊予市に対して、本件

踏切の廃止に係る協議を平成１９年１２月に行った。その結果、平成２０

年３月に伊予市から同社に対して、将来的には廃止の方向で検討するとの

回答があったが、廃止には至っていない。なお、この回答以降、本事故発

生まで協議は行われていなかった。 

本事故を踏まえ、同社及び伊予市は、本件踏切を廃止する方向で、地元

住民を含めた協議を再開した。 

(3) 本件踏切通過前の運転速度に関する情報 

2.3(2)に記述したように、同社によると、本件踏切前後の下り勾配区間

は、非常ブレーキ使用時の制動距離（同社は６００ｍ以下としている。）が

平坦区間よりも長くなるため、１１５km/hの速度制限区間となっている。 

一方、この速度制限区間における、運転状況記録装置に記録された速度

の最高値は、2.1(3)の表１によると、制限速度１１５km/hより高い１２１

km/hであったが、この場合の非常ブレーキを使用してから停止するまでの

制動距離は約５５９ｍであった。 

同社によると、運転士の速度計の読みが仮に１１５km/hであったとして

も、運転士がノッチオフする際の速度計読取誤差±２km/h及び速度計誤差

±３.２km/hにより、運転状況記録装置の記録には、運転士が確認した速度

と比較して５㎞/h前後の差異が生じる場合があるとのことであった。 

なお、予讃線（松山駅～向井原駅）の設計最高速度は１３０km/hであ

る。 

(4) 運転状況記録装置に記録された気笛吹鳴に関する情報 

2.1(2)に記述した本件踏切の約１６０ｍ手前での気笛吹鳴については、

2.1(3)の表１に記述したように、運転状況記録装置に記録されていない。

同社によると、気笛の記録については、運転状況記録装置の記録する時間
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が０.２秒間隔であるため、ペダルを踏む動作が０.２秒よりも短い場合、

かつ０.２秒ごとに記録するタイミングから外れる場合は、記録されないこ

とがあるとのことであった。 

(5) 列車の停止位置に関する情報 

列車の停止位置は、同社が現地で計測した記録によると、１両目先頭位

置は２０３ｋ８７７ｍ付近であった。この停止位置は、本件踏切から約 

５１４ｍ鳥ノ木駅方であった。 

(6) 本件歩行者に関する情報 

本件歩行者のふだんの生活状況について、親族に確認したところ、概略

次のとおりであった。 

長年、本件歩行者は本件踏切の近所に居住し、田での農作業に行くた

めに本件踏切を通行していた。 

数年前に脳梗塞を発症しており、２年くらい前から脳の機能が徐々に

低下してきて、最近では、記憶力が低下し、季節や住所がわからなく

なっていた。また、ほとんどしゃべらなくなり、親族が話しかけると反

応はしていたので、耳は聞こえていたが、「にやっ」と笑っている程度で

あった。足を引きずる歩き方になり、何もないところでも転倒すること

があった。 

農作業に行く際は、親族が付き添っており、本件踏切を通らずに近接

する下三谷踏切を通るよう教えていたが、本件踏切を渡ろうとすること

があり、何回か行かないように引きずりだしたことがあった。事故当日

は、親族が外出中に１人で家を出てしまった。なお、視野は、転倒して

左目を負傷したときに診察してもらった病院で目の検査したところ、右

目は見えていたようであるが、左目がうっすら見える程度で狭くなって

いる状況であった。 

 

３ 分析 

(1) 列車と本件歩行者が衝突したことに関する分析 

2.1(2)に記述したように、運転士は、本件歩行者が左側の道路から列車の接近に気付かない

様子で、本件踏切内に進入してきたのを認めたと口述していること、また、2.4(2)に記述した

ように、１両目の前面左側に本件歩行者が衝突したと思われる痕跡が確認されたことから、本

件踏切内に左側から進入した本件歩行者と列車の前面左側が衝突したものと推定される。 

(2) 衝突時の列車の速度及び時刻に関する分析 

2.1(3)の表１に記述した運転状況記録装置に記録された本件踏切中心付近を通過した時の速

度から、列車は速度約１１９km/hで本件歩行者と衝突したものと考えられる。 

また、同装置における時刻の記録から、本件踏切の約５ｍ手前を通過した時刻が、１０時 

２８分０２.８秒であり、本件踏切の約２ｍ先を通過した時刻が、１０時２８分０３.０秒で

あったことから、列車と本件歩行者が衝突した時刻は、１０時２８分ごろであったものと考え

られる。 

(3) 列車の運転士の気笛吹鳴に関する分析 

2.7(4)に記述したように、運転士は、本件踏切の約１６０ｍ手前で、一度目の気笛を吹鳴し

たと口述しているが、運転状況記録装置にはその記録がなかった。 

同社によると、ペダルを踏む時間が０.２秒以下であると記録されない場合があること、ま

た、2.1(2)に記述した乗務員室に添乗していた２名も気笛を聞いた記憶がないとのことから、

０.２秒以下の短い気笛が吹鳴されていた可能性が考えられる。 
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なお、踏切通行者においては、本件踏切の約１６０ｍ手前における気笛吹鳴では、列車の接

近を意識していないと気笛音を認識できない可能性が考えられるものの、第４種踏切道におけ

る踏切通行者に列車の接近を知らせる手段として、気笛は有効であると考えられることから、

踏切へ接近する踏切通行者を認めた際は、気笛吹鳴標識が設置されていない場合においても積

極的に気笛を吹鳴し、踏切通行者に注意を促すことが望まれる。 

(4) 本件歩行者が本件踏切内に進入したことに関する分析 

本件歩行者が本件踏切に進入したことについては、2.1(2)に記述したように、運転士が、本

件歩行者は列車の接近に気付いていない様子で歩いて行く方向を見て、ゆっくりとした歩調で

本件踏切内に進入してきたと口述していることから、列車の接近に気付いていなかった可能性

が考えられる。 

本件列車の接近に気付いていなかったことについては、2.3(6)に記述したように、本件踏切

の左側の農道から見た伊予横田駅方の列車の見通しは、約２１０ｍあることから、本件列車の

接近に気付くことができた可能性が考えられるものの、2.7(6)に記述したように、親族が、脳

梗塞発症後に脳の機能が低下してきていたと口述していることから、脳の機能低下の影響によ

り、適切な判断ができなかった可能性が考えられる。しかしながら、本件歩行者が死亡してい

るため詳細を明らかにすることができなかった。 

(5) 本件踏切の安全性向上に関する分析 

上記(4)に記述したように、本件踏切の左側の農道から伊予横田駅方の列車の見通しは、本件

踏切から約２１０ｍある。 

しかしながら、2.1(3)の表１に記述したように、本件列車は速度約１２０km/hという高速で

本件踏切に接近しており、踏切通行者が本件列車を本件踏切から見通すことができる約２１０

ｍの位置から約６秒という短時間で到達する状況であった。一方、時速４km/hで歩く歩行者で

は踏切長８ｍの本件踏切を渡りきるのに８秒掛かる。また、高齢者等の歩行速度が遅い歩行者

では本件踏切を渡りきるのに更に長い時間が掛かるので、時間的な余裕をもって渡ることがで

きない可能性が考えられる。 

このような状況から、列車が接近していることを踏切通行者に知らせるとともに、誤って本

件踏切内に進入することを防止するために踏切保安設備の設置が望まれる。 

また、本件踏切を通行する以外にも直近の第１種踏切道を通る経路があることから、本件踏

切を廃止することについても検討する必要があると考えられる。 

 

４ 原因 

本事故は、踏切遮断機及び踏切警報機が設けられていない第４種踏切道である宮地踏切道に列車

が接近している状況において、歩行者が同踏切内に進入したため、列車と衝突したことにより発生

したものと推定される。 

歩行者が踏切道内に進入したことについては、脳の機能低下の影響により適切な判断ができな

かった可能性が考えられるが、歩行者が死亡しているため詳細を明らかにすることができなかっ

た。 

 

５ 再発防止のために望まれる事項 

本件踏切は第４種踏切道であるが、本件列車は速度約１２０km/hという高速で接近しており、本

件踏切から見通すことができる位置から短時間で到達する状況であった。このことから、本事故を

踏まえ、列車が接近していることを踏切通行者に知らせるとともに、誤って本件踏切内に進入する

ことを防止するために踏切保安設備の設置、又は本件踏切の廃止により安全性の確保を図ることが

望まれる。 

 


